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鳥取県公益法人等検査実施要領 

 

                                                                          鳥  取  県 

 

第１ 趣 旨 

この要領は、公益法人（公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９

号。以下「認定法」という。）第４条の公益認定（以下「公益認定」という。）を受けた一般社団法人及び

一般財団法人並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成１８年法律第５０号。以下「整備

法」という。）第４４条の認定（以下「移行認定」という。）を受けた特例民法法人）又は移行法人（整備

法第４５条の認可（以下「移行認可」という。）を受けた特例民法法人）に対して、認定法第２７条第１項

又は整備法第１２８条第１項の規定により県の監督機関（鳥取県知事及び鳥取県公益認定等審議会（以下

「審議会」という。）をいう。以下同じ。）が実施する立入検査（以下「立入検査」という。）に関し、鳥取

県公益認定等事務処理要領（平成２０年１２月行政監察監通知第２００８００１３４１９３号。以下「事

務処理要領」という。）第２章第４の２及び第３章第３の２に定めるもののほか、必要な事項を定めるもの

とする。 

 

 

第２ 公益法人に対する立入検査 

１ 立入検査の考え方 

  公益法人に対する立入検査は、「公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）」（平成

２０年４月（令和６年１２月改訂）内閣府公益認定等委員会・内閣府大臣官房公益法人行政担当室）「第６

章 監督」及び「公益法人等に対する監督の基本方針」（令和７年６月１９日）を踏まえて実施することと

し、特に次の事項に留意して実施するものとする。 

（１）立入検査は、法令で明確に定められた公益法人として遵守すべき事項に関する公益法人の事業の運営

実態を確認するという観点から実施する。 

 

（２）立入検査は、公益認定審査等の際の監督担当者への申送り事項等、定期提出書類、変更の届出、報告

要求で得られた情報、外部から提供された情報等を活用し、公益目的事業の実態等立入検査を実施しな

ければ確認が困難な事項を中心に実施する。 

 

（３）立入検査の中で、法人関係者から要請があった場合又は必要があると判断する場合には、新公益法人

制度に関する理解を深め、適切な法人運営の実施を支援する観点から、制度の詳細について説明等を行

う。 

 

 

２ 立入検査の種類 

  立入検査は次の２種とする。 

（１）点検調査（定期立入検査） 

  点検調査実施計画（以下「点検計画」という。）に基づき行う立入検査 

 

（２）重点検査（随時立入検査） 

  特定の事項について調査の必要が生じた際に随時実施する立入検査 

 

 

３ 点検計画の策定 
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（１）行政監察・法人指導課の長は、全ての法人を対象として、概ね１０年以内を目途に点検計画を策定し、

毎年度、当該年度の点検計画について、あらかじめ審議会の承認を得るものとする。 

 

（２）前項の点検計画の策定に当たり、各法人のガバナンス状況や事業内容等を踏まえ、過去の検査指摘の

改善状況を勘案した上で、点検調査の必要性の高いと判断される法人については、３～５年程度に一度

の期間で、公益認定後の法人については、１年経過以降３年以内の期間で点検計画を策定することがで

きる。 

 

（３）当該年度の点検計画では、点検調査の対象とする公益法人の名称、点検調査の実施時期その他必要な

事項を明らかにしておくものとする。 

 

 

４ 検査員 

（１）立入検査を行う職員（以下「検査員」という。）は、総括課（事務処理要領第１章第２の８に規定する

課をいう。以下同じ。）の長が、所属職員の中から指名するものとする。 

 

（２）総括課の長は、検査員に、認定法第２７条第２項に規定するその身分を示す証明書（様式第１号）を

交付するものとする。 

 

 

５ 立入検査の実施 

（１）立入検査は、一の対象法人につき、検査員２人以上で実施するものとする。 

 

（２）検査には、原則として、所管課（事務処理要領第１章第２の９に規定する課をいう。以下同じ）の職 

員１人以上が同行するものとする。 

 

（３）点検調査は、当該年度の点検計画に基づき、実施するものとする。 

 

（４）重点検査は、審議会又は総括課の長が必要であると認めるときに、必要と認める事項について実施す

るものとする。 

 

 

６ 立入検査の通知 

（１）点検調査の実施にあっては、当該実施予定日の概ね１カ月前までにあらかじめその旨をメール等にて

法人に連絡する。なお、法人に対して事前提出を求める「自己チェックシート」及び「備置き書類一覧」

については、別途行政監察・法人指導課の長が定めるものとする。 

 

（２）重点検査の実施にあっては、事前に対象法人に対して、立入検査実施通知書（様式第２号）により検

査日時、場所、検査事項等を通知するものとする。この際、事前に通知を行うことにより、立入検査の

適正な実施に支障が生ずるおそれがあると判断される場合には、事前通知を行わないか、又は実施予定

日の直前に通知を行うことができる。また、事前通知を行わない場合には、立入検査当日、立入検査実

施通知書（様式第２号）を持参し、直接交付するものとする。 

 

 

７ 立入検査への立会 
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  立入検査には、原則として、対象法人の代表理事又は業務執行理事１人及び個別事業や財務状況に係る

具体的な内容について説明できる事務局職員１人（以下「立会人」という。）に立ち会わせるものとする。 

 

 

８ 立入検査後の講評等 

（１）検査員は、立入検査を終了したときは、立会人に対して、当該立入検査の結果について講評を行うも

のとする。 

 

（２）検査員は、立入検査後速やかに、当該立入検査の結果を、別途行政監察・法人指導課の長が定める公

益法人の立入検査チェックリストを添付して立入検査実施報告書（様式第３号）により総括課の長に報

告するものとする。 

 

（３）総括課の長は、前項の報告を受けたときは、その内容を行政監察・法人指導課及び所課の長に通知す

るものとする。 

 

 

９ 立入検査後の措置 

（１）行政監察・法人指導課の長は、当該年度に実施した定期立入検査の結果をとりまとめて毎年度最終の

審議会の開催日に報告するとともに、鳥取県公式ホームページ「とりネット」に掲載するものとする。 

 

（２）行政監察・法人指導課の長は、前項にかかわらず、立入検査の結果、当該対象法人に対して認定法第

２章第３節の監督上の措置が必要であると認めるときは、点検調査又は重点検査実施後速やかに、当該

立入検査実施の直後の審議会に報告するとともに、認定法に定める手続に従い、改善を求める事項につ

いて報告要求書（様式第４号）を発出するなど必要な措置を執るものとする。 

 

 

第３ 移行法人に対する立入検査 

 

１ 立入検査の考え方 

  移行法人に対する立入検査は、「公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）」（平成２０

年４月（令和６年１２月改訂）内閣府公益認定等委員会・内閣府大臣官房公益法人行政担当室）「第６章 監督」

及び「公益法人等に対する監督の基本方針」（令和７年６月１９日）を踏まえて、整備法第１１９条第１項に規

定する公益目的支出計画（以下単に「公益目的支出計画」という。）の履行を確保できないと疑うに足りる相当

な理由があるときに、整備法第１章第４節第５款の規定の施行に必要な限度において実施するものとする。 

 

 

２ 準用等 

（１）第２の４から９までの規定（５の（３）及び９の（１）を除く）は、必要な読み替えを行い、移行法

人に対する立入検査に準用する。 

 

（２）総括課の長は、検査員に、整備法第１２８条第２項に規定するその身分を示す証明書（様式第５号）

を交付するものとする。 

 

（３）移行法人に対する立入検査は、別途行政監察・法人指導課の長が定める移行法人の立入検査チェック

リストに掲げる項目について実施するものとする。 
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（４）移行法人に対する立入検査を実施しようとするときは事前に、対象法人に対して、立入検査実施通知

書（様式第８号）により検査日時、場所、検査事項等を通知するものとする。ただし、事前に通知を行う

ことにより、立入検査の適正な実施に支障が生ずるおそれがあると判断される場合には、事前通知を行

わないものとし、立入検査当日、立入検査実施通知書（様式第６号）を持参し、直接交付するものとす

る。 

 

（５）行政監察・法人指導課の長は、移行法人に対する立入検査実施後速やかに、当該立入検査実施の直後

の審議会に報告するとともに、当該対象移行法人に対して整備法第１２８条から整備法第１３２条まで

に規定する監督上の措置が必要であると認めるときは、整備法に定める手続に従い、改善を求める事項

について報告要求書（様式第７号）を発出するなど必要な措置を執るものとする。 

 

 

第４ 雑則 

 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

 

    附 則 

 この要領は、平成２５年１０月１０日から施行する。 

 

    附 則 

 この改正は、平成２９年７月１０日から施行する。 

 

    附 則 

 この改正は、令和３年７月５日から施行する。 

 

    附 則 

 この改正は、令和８年４月１日から施行する。 
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様式第１号（公益法人の場合） 

 

 

表 面 

          身 分 証 明 書       第   号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   官職又は職名 

  氏    名 

  生 年 月 日       

   上記の者は，公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関

する法律第59条第２項において読み替えて準用する同法第27

条第１項に規定する立入検査を行う職員であることを証明す

る。 

  

  

   印 

 

 

         

        

 又は刻印     交付日      年  月  日 

       （    年  月  日まで有効） 

 

                              発 行 者 名       印 

 

裏 面 

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律抜粋 

 

第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるとこ

ろにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公

益法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を調査させ、若し

くは関係者に質問させることができる。 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これ

を提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

 

第五十九条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限（第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団

法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項において同じ。）を委員会に委任する。 

２ 行政庁が都道府県知事である場合には、第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「第五十条第一項に規定する

合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。 

 （備考） 

１ 規格は、縦5.4㎝×横8.5㎝とする。 

２ 表面の発行者名については、以下のとおりとする。 

   知事部局所管   鳥取県知事 

   教育委員会所管  鳥取県教育委員会教育長 

   公安委員会所管  鳥取県警察本部長 
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様式第２号 

 

番       号 

  年  月  日 
 
 対象法人の名称 

 代表者の職・氏名  様 
 

鳥取県知事  氏  名  印 

                             鳥取県公益認定等審議会 

                              会長  氏  名         印 
 
   運営組織及び事業活動の状況に関する立入検査（重点調査）の実施について（通知） 
 
 このことについて、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号。以

下「認定法」という。）第２７条第１項の規定に基づく立入検査（重点調査）を実施することとしましたの

で、通知します。 

 ついては、下記事項をご参照のうえ、適切に御対応いただけますよう、よろしくお取り計らい願います。 
 

記 
 
１ 検査実施日時      年  月  日( ) 午前  時から午後  時まで 
 
２ 検査実施場所（予定）  貴法人の主たる事務所（従たる事務所） 
 
３ 立入検査を行う職員   所属・職名 氏名  
 
４ 検査に立ち会う法人の役職員 

  貴法人における代表理事又は業務執行理事（１人以上）及び個別事業や財務状況に係る具体的な内容に

ついて説明できる事務局職員（１人以上）を立ち会わせてください。 
 
５ 対象事項（注） 

（１） 公益認定の基準の遵守状況 

（２）法人の組織及び管理・運営の状況 

（３）定期報告書類及び届出の状況 

（４）その他法人の業務の運営状況 
 
６ 準備書類（現年度及び過去２年分）（注） 

（１）定款、諸規程、許可・認可等の書類 

（２）社員又は評議員名簿、役員名簿、役員等の就退任に関する書類（就任承諾書、履歴書、辞任届出等） 

（３）理事会、総会又は評議員会の議事録 

（４）事業関係書類（計画書、実績報告書、パンフレット 等） 

（５）財務諸表、伝票、会計帳簿（仕訳帳、総勘定元帳 等）及び証拠書類 

（６）預金通帳、小切手帳、定期預金・有価証券証書 

（７）定期報告及び届出関係書類（登記に関する書類 等） 

（８）その他検査に必要な書類 
 
７ その他 

（１）帳簿等の資料について、持ち帰って精査する等必要がある場合には、関係資料の一時借用を行う場合

があります。 

（２）本検査に際し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をした場合には、認定法第６６条の規定に基づき理事又は監事に過料が科される可能性があり

ます。 

（３）公益法人制度について事前に質問等がある場合は、検査実施日の２週間前までに書面（様式自由）に

より下記連絡担当職員までお知らせください。 
 
８ 本立入検査に係る連絡担当職員 

    所属・職名 氏名 

    連絡先 

（注）１から８の内容は、必要に応じて変更すること。 

定期立入検査の場合は、押印を省略できる。 
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様式第３号 
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様式第４号 

 

                                                                          番       号 

                                                                            年  月  日 

 

 対象法人の名称 

 代表者の職・氏名  様 

 

                                                  鳥取県知事  氏  名  印 

 

                           鳥取県公益認定等審議会 

                            会長  氏  名         印 

 

   運営組織及び事業活動の状況に関する報告書の提出について（報告要求） 

 

 このことについて、貴法人の事業の適正な運営を確保するために必要と認められますので、公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号。以下「認定法」という。）第５９条第２

項において読み替えて準用する認定法第２７条第１項及び第５９条第１項の規定に基づき、下記のとおり 

○○年○○月○○日までに報告してください。 

 

                                          記 

 

１ 報告を求める事項 

 

 

２ 報告書様式 

  別添様式により報告書を作成してください。 

 

３ 提出方法 

  書面により提出してください。 

 

４ 留意事項  

  本報告要求に対する報告の提出がない場合や報告内容に虚偽が含まれた場合には、認定法第６６条の規

定に基づき過料が科される可能性があります。 

 

 

＜本件担当者＞（照会先、報告を書面により提出する際の名宛人） 

  鳥取県公益認定等審議会事務局  ○○○○、△△△△ 

  〒６８０－８５７０ 鳥取市東町１丁目２２０ 鳥取県総務部行政監察・法人指導課内 

  TEL ０８５７－２６－○○○○ FAX ０８５７－２６－△△△△ 
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（別添報告様式） 

 

                                                                    年  月  日 

 

 

 鳥取県知事 ○○○○  様 

 鳥取県公益認定等審議会会長 ○○○○  様 

 

 

                                                         法人の名称             

                              代表者の職・氏名      印   

 

 

報   告   書 

 

 「運営組織及び事業活動の状況に関する報告書の提出について」（○○年○○月○○日付（文書番号））に

より報告を求められた事項について、別紙のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

担  当  者 

氏  名  

電 話 番 号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  
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様式第５号（移行法人の場合） 

 

 

表 面 

          身 分 証 明 書       第   号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   官職又は職名 

  氏    名 

  生 年 月 日       

   上記の者は，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の

施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律第143条第２項において読み替えて準用す

る同法第128条第１項に規定する立入検査を行う職

員であることを証明する。 

  

  

   印 

 

 

         

        

 又は刻印     交付日      年  月  日 

       （    年  月  日まで有効） 

  

                              発 行 者 名      印 

 

裏 面 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律抜粋 

 
第百二十八条 認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款

の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその

職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査

させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

一 正当な理由がなく、第百十九条第二項第一号の支出をしないこと。 

二 各事業年度ごとの第百十九条第二項第一号の支出が、公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく少ない

こと。 

三 公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、第百二

十五条第一項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること。 

２ 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これ

を提示しなければならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 

 

第百四十三条 内閣総理大臣は、第百二十八条第一項の規定による権限を委員会に委任する。 

２ 認可行政庁が都道府県知事である場合には、第百二十八条第一項中「認可行政庁」とあるのは「第百三十八条第

一項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。 

 （備考） 

１ 規格は、縦5.4㎝×横8.5㎝とする。 

２ 表面の発行者名については、以下のとおりとする。 

   知事部局所管   鳥取県知事 

   教育委員会所管  鳥取県教育委員会教育長 

   公安委員会所管  鳥取県警察本部長 
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 様式第６号 

                                                                      番       号 

                                                                            年  月  日 

 

 対象法人の名称 

 代表者の職・氏名  様 

 

                            鳥取県公益認定等審議会 

                             会長  氏  名         印 

 

業務又は財産の状況に関する立入検査の実施について（通知） 

 

 このことについて、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第５０号。以下「整備法」

という。）第１４３条第２項において読み替えて準用する整備法第１２８条第１項の規定に基づく立入検査

を下記により実施することとしましたので、通知します。 

 ついては、下記事項をご参照のうえ、適切に御対応いただけますよう、よろしくお取り計らい願います。 
 

記 
 
１ 検査実施日時      年  月  日( ) 午前  時から午後  時まで 
 
２ 検査実施場所（予定）  貴法人の主たる事務所（従たる事務所） 
 
３ 立入検査を行う職員   所属・職名 氏名  
 
４ 検査に立ち会う法人の役職員 

  貴法人における代表理事又は業務執行理事（１人以上）及び個別事業や財務状況に係る具体的 な内容

について説明できる事務局職員（１人以上）を立ち会わせてください。 
 
５ 対象事項（注） 

（１）移行認可の基準の遵守状況 

（２）法人の組織及び管理・運営の状況 

（３）定期報告書類及び届出の状況 

（４）その他法人の業務の運営状況 
 
６ 準備書類（現年度及び過去２年分）（注） 

（１）定款、諸規程、許可・認可等の書類 

（２）社員又は評議員名簿、役員名簿、役員等の就退任に関する書類（就任承諾書、履歴書、辞任届出等） 

（３）理事会、総会又は評議員会の議事録 

（４）事業関係書類（計画書、実績報告書、パンフレット 等） 

（５）財務諸表、伝票、会計帳簿（仕訳帳、総勘定元帳 等）及び証拠書類 

（６）預金通帳、小切手帳、定期預金・有価証券証書 

（７）定期報告及び届出関係書類（登記に関する書類 等） 

（８）その他検査に必要な書類 
 
７ その他 

（１）帳簿等の資料について、持ち帰って精査する等必要がある場合には、関係資料の一時借用を行う場合

があります。 

（２）本検査に際し、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をした場合には、整備法第１５１条第３号の規定に基づき理事又は監事に過料が科される可能

性があります。 

（３）公益法人制度について事前に質問等がある場合は、検査実施日の２週間前までに書面（様式自由）に

より下記連絡担当職員までお知らせください。 
 
８ 本立入検査に係る連絡担当職員 

    所属・職名 氏名 

    連絡先 

（注）５及び６の内容は、必要に応じて変更すること。 
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様式第７号 

 

                                                                          番     号 

                                                                          年  月  日 

 

 対象法人の名称 

 代表者の職・氏名  様 

 

 

                            鳥取県公益認定等審議会 

                             会長  氏  名         印 

 

   業務又は財産の状況に関する報告書の提出について（報告要求） 

 

 このことについて、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認

定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法律第５０号。以下「整備法」

という。）第１２８条第１項第○号に該当すると疑うに足りる理由があるため、整備法第１４３条第２項に

おいて読み替えて準用する整備法第１２８条第１項第○号及び第１４３条第１項の規定に基づき、下記のと

おり○○年○○月○○日までに報告してください。 

 

記 

 

１ 報告を求める事項 

 

 

２ 報告書様式 

  別添様式により報告書を作成してください。 

 

３ 提出方法 

  書面により提出してください。 

 

４ 留意事項  

  本報告要求に対する報告の提出がない場合や報告内容に虚偽が含まれた場合には、整備法第５１条第３

号の規定に基づき過料が科される可能性があります。 

 

 

＜本件担当者＞（照会先、報告を書面により提出する際の名宛人） 

  鳥取県公益認定等審議会事務局  ○○○○、△△△△ 

  〒６８０－８５７０ 鳥取市東町１丁目２２０ 鳥取県総務部行政監察・法人指導課内 

  TEL ０８５７－２６－○○○○ FAX ０８５７－２６－△△△△ 

  



13 

 

（別添報告様式） 

                                                                    年  月  日 

 

 

 鳥取県公益認定等審議会会長 ○○○○  様 

 

 

                                                      法人の名称             

                           代表者の職・氏名     印    

 

 

                                  報   告   書 

 

 「業務又は財産の状況に関する報告書の提出について」（○○年○○月○○日付（文書番号））により報告

を求められた事項について、別紙のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

担  当  者 

氏  名  

電 話 番 号  

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

 


